
石巻市監査委員告示第１２号 

 

 令和７年１２月１日付け石巻市監査委員告示第１０号で公表した教育委員会の定期監査

結果報告について、石巻市教育委員会教育長から地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

１９９条第１４項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に基づき

次のとおり公表します。 
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石 教 総 第 ２ ４ ２ 号 

令和７年１２月２３日 

 

 

 石巻市監査委員 大 塚 智 也 殿 

 石巻市監査委員 清 水 俊 雄 殿 

 石巻市監査委員 奥 山 浩 幸 殿 

 

 

石巻市教育委員会 

教育長  宍 戸 健 悦      

 

 

   監査結果に係る措置について（通知） 

 令和７年１２月１日付け石監第１２号で指摘があったこのことについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、次のとおり措置を講じたので

通知します。 

 

指摘事項 

法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監 査 結 果 （ 指 摘 の 内 容） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

学校教育課 

【財産管理事務】 

(令和 6年度) 

本庁管内の学校において、薬品の保管状況

等を試査したところ、薬品庫に施錠し厳重に

保管されていたが、薬品管理台帳について

は、薬品ごとの使用状況や購入履歴等の記録

がなされていない事例が複数の学校で見受

けられたので、今後は、宮城県教育庁義務教

育課長通知及び学習指導要領等に基づき、適

正に保管薬品の残量を管理し、薬品管理台帳

の記録をするよう、各学校へ指導するととも

に、各学校から管理状況の報告を求め、不適

正な管理については早急に是正すること。 

なお、前回監査（令和 5年度）において、

同旨の指摘をしている。 

学校教育課 

【財産管理事務】 

（令和 6年度） 

御指摘のありました事項につきまして

は、令和７年１２月４日付けで学習指導要

領解説に基づき薬品管理の徹底を図るよ

う、学校教育課長名で各小・中学校に通知を

行いました。併せて、各校の薬品の管理状況

について報告を求めるとともに、管理が不

十分であった学校については、今後の改善

策について報告を求めました。 

 また、後日、学校を抽出し、学校教育課に

よる立ち入り検査を行う予定としておりま

す。 

 

 



学校教育課 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

以下の団体に係る預金通帳、出納簿、収入・

支出調書及び関係書類を試査したところ、次

のとおり不適正な処理が見受けられたので、

公金の取り扱いに準じて適正な処理を行う

こと。 

１ 東部採択地区協議会 

  (1) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

  ・支 出 内 容 レターパック代 

（調査員会・採択協議会、採択決

定通知） 

・金   額 1,850 円 

  ・支 出 伺 令和 6年 8月 26 日 

・支 払 日 令和 6年 6月 4日（領収

書日付） 

・預金払出日 令和 6年 8月 27 日 

(2) 支払遅延 

請求日（令和 6年 6月 13 日：1件、同

月 22日：2件）から支払日（同年 8月 27

日）まで 2か月以上を要し、支払遅延と

なっていた。 

学校教育課 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

(1)  御指摘のありました事項につきまし

ては、今後立替払いが行われることが

ないよう、所属職員に周知したほか、支

出が見込まれる場合には、公金に準じ

た資金前渡を活用し、再発防止に向け

て、常に細心の注意を払ってまいりま

す。 

(2)  支払い事務につきましては、法令を

遵守し、適正な時期に支払いを行うよ

う、職員に周知しました。今後は、再発

防止に向けて、業務の進捗状況を複数

の目でチェックし、課長等が随時確認

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中里小学校 

【財産管理事務】 

(令和 6年度) 

薬品の保管状況等を確認したところ、理

科準備室内の薬品棚に施錠し厳重に保管さ

れていたが、薬品台帳については、令和 4

年度以降更新されておらず、薬品毎の使

用、購入履歴等の記載もないため、今後は

宮城県教育庁義務教育課長通知及び学習指

導要領等に基づき、適切に保管薬品の残量

を管理し、薬品管理台帳の記録をするこ

と。 

中里小学校 

【財産管理事務】 

(令和 6年度) 

 薬品管理台帳につきましては、現場監査

が行われた翌日の１０月１日に改めて薬品

残量等を確認の上、整備いたしました。 

 今後は、使用者がその都度使用薬品の残

量確認、薬品管理台帳への記録を行うこと

はもちろん、毎月の安全点検の際に理科担

当主任が、薬品チェック・残量確認を行うよ

うにいたします。 



大街道小学校 

【財産管理事務】 

(令和 6年度) 

薬品の保管状況等を確認したところ、理

科準備室内の薬品棚に施錠し厳重に保管さ

れていたが、薬品台帳については、各薬品

の残量は記載されているものの、薬品毎の

使用日、使用履歴等には記載漏れがあった

ため、今後は宮城県教育庁義務教育課長通

知及び学習指導要領等に基づき、適切に保

管薬品を管理し、薬品管理台帳の記録をす

ること。 

大街道小学校 

【財産管理事務】 

(令和 6年度) 

 石巻市教育委員会からの通知に従い、薬

品管理につきましては、「学習指導要領解説

（理科）」に基づいた管理を行うよう職員に

周知しました。 

 また、薬品管理台帳につきましては、改め

て作成し直し、使用日や使用履歴の記載漏

れがないよう、毎月管理職と専科担当で確

認することとしました。 

 今後は薬品管理の徹底及び再発防止を図

り、ルールに沿った管理を行ってまいりま

す。 

稲井公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

以下の団体に係る預金通帳、出納簿、収入・

支出調書及び関係書類を試査したところ、次

のとおり不適正な処理が見受けられたので、

公金の取り扱いに準じて適正な処理を行う

こと。 

１ 稲井公民館利用団体連絡協議会 

(1) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から

払出した例があり、立替払いと認められ

る。 

  ・支 出 内 容 役員会開催時お茶代 

  ・金   額 623 円 

  ・支 出 伺 令和 6年 5月 13 日 

・支 払 日 令和 6年 5月 9 日（領

収書日付） 

・預金払出日 令和 6年 5月 13 日 

稲井公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

御指摘がありました事項につきまして

は、今後立替払いが行われる事が無いよう

所属職員に周知徹底したほか、複数の職員

で確認するなど適正な事務処理に努めると

ともに、支出調書ごとに通帳から引き出し

た日（通帳の確認）と事業者に支払した日を

所属長がチェックすることとしました。 

なお、急を要する支出が多く見込まれる

場合には、公金に準じた資金前渡を活用し、

団体経理において立替払いが行われないよ

う再発防止に向けて、常に細心の注意を払

ってまいります。 

 

石巻中央公民館 

今回の監査結果を踏まえ、統括公民館と

して、今後開催予定の公民館長連絡会議に

おいて、団体管理事務に係る監査指摘事項

及び是正措置について全公民館で共有いた

します。 

あわせて、職員の異動の際に全職員が同

様の指摘を受けることのないよう、団体管



理事務に関する基本事項及び確認項目を整

理し、引継ぎ資料に明記することといたし

ます。 

今後は、公民館長連絡会議等を通じて事

務処理状況を確認し、団体管理事務の適正

化及び再発防止に努めてまいります。 

河南公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

以下の団体に係る預金通帳、出納簿、収入・

支出調書及び関係書類を試査したところ、次

のとおり不適正な処理が見受けられたので、

公金の取り扱いに準じて適正な処理を行う

こと。 

１ 河南地区青少年健全育成市民会議 

(1) 立替払い 

   支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

① 役員会お茶代（会議費） 

  ・金   額 1,749 円 

  ・支 出 伺 令和 6年 6月 21 日 

・支 払 日 令和 6年 6月 21 日（領

収日付） 

  ・預金払出日 令和 6年 7月 17 日 

   

 ２ 河南地区体育団体連絡協議会 

(1) 収入処理の遅延 

会員から預かった年会費について、河

南公民館の事務所に約２か月間保管し、

後日、収入処理をしているものが見受け

られた。 

 

河南公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

１ 河南地区青少年健全育成市民会議 

 今後は団体の会計処理において、立替払

いを行わないように周知徹底し、適正な事

務に努めるとともに、複数の職員で、預金の

入出金記録と帳票の整合性を確認した上

で、館長が再度確認します。 

また、あらかじめ支出が見込まれる額を

預金から資金前渡により引き出し、支払う

ことに改めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 河南地区体育団体連絡協議会 

(1)  収入支出の処理については、発生後

速やかに都度行うことが原則であるた

め、今回ご指摘のありました２か月間

保管したままの状態にしていたこと

は、明らかに不適切な事務処理であり

ます。 

   今後は、複数の職員が管理すること

に改めます。今回のケースと同様の入

金漏れを防ぐため、現金の受理者が帳

票に記録をして、速やかに預金に預け

入れたことを確認します。 



(2) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

   ① 会議用お茶代（会議費） 

   ・金   額 2,252 円 

   ・支 出 伺 令和 7年 3月 5日 

   ・支 払 日 令和 7年 3月 4日（領

収日付） 

   ・預金払出日 令和 7年 3月 5日 

   ② 郵便切手代（事務費） 

   ・金   額 3,480 円 

   ・支 出 伺 令和 7年 3月 6日 

・支 払 日 令和 7年 3月 5日（領

収日付） 

   ・預金払出日 令和 7年 3月 6日 

   ③ 事務用消耗品（事務費） 

・金   額 1,698 円 

   ・支 出 伺 令和 7年 3月 6日 

   ・支 払 日 令和 7年 3月 5日（領

収日付） 

   ・預金払出日 令和 7年 3月 6日 

  

３ かなんクロスカントリー大会実行委

員会  

  (1) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

   ① 郵便切手代（通信運搬費） 

   ・金   額 5,720 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 11 月 14 日 

   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 11 日

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 11 月 14 日 

   ② 事務用消耗品（消耗品費） 

   ・金   額 1,950 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 11 月 22 日 

(2)  立替払いについては行わないよう徹

底します。上記と同じく複数の職員が

管理を行い、あらかじめ支出が見込ま

れる額を預金から資金前渡により引き

出し、支払うことに改めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ かなんクロスカントリー大会実行委員

会 

 今後は団体の会計処理において、立替払

いを行わないよう周知徹底し、適正な事務

に努めるとともに、複数の職員で、預金の入

出金記録と帳票の整合性を確認した上で、

館長が再度確認します。 

また、あらかじめ支出が見込まれる額を

預金から資金前渡により引き出し、支払う

ことに改めます。 

 

 

 

 

 



   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 21 日

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 11 月 22 日 

   ③ お茶代（食料費） 

   ・金   額 4,752 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 11 月 22 日 

   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 21 日

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 11 月 22 日 

   ④ お茶代（食料費） 

   ・金   額 6,490 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 12 月 3日 

   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 30 日

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 12 月 3日 

   ⑤ ガス使用料（材料費） 

   ・金   額 8,000 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 12 月 3日 

   ・支 払 日 令和 6年 12 月 1日 

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 12 月 3日 

 

４ 自然公園旭山愛護会 

  (1) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

   ① 大抽選会景品代（事業費） 

   ・金   額 3,097 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 11 月 10 日 

   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 10 日

（領収日付） 

   ・預金払出日 令和 6年 11 月 12 日 

   ② おにぎり代（事業費） 

   ・金   額 10,368 円 

   ・支 出 伺 令和 6年 12 月 19 日 

   ・支 払 日 令和 6 年 11 月 10 日

（領収日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自然公園旭山愛護会 

 今後は団体の会計処理において、立替払

いを行わないよう周知徹底し、適正な事務

に努めます。 

 また、支出見込額より多い額を、資金前渡

に預金から出金し、残金は戻入することに

改めるとともに、複数の職員により資金前

渡、支出後の戻入を管理して、館長が再度確

認を行います。 

 

石巻中央公民館 

今回の監査結果を踏まえ、統括公民館と

して、今後開催予定の公民館長連絡会議に

おいて、団体管理事務に係る監査指摘事項

及び是正措置について全公民館で共有いた

します。 



   ・預金払出日 令和 6年 12 月 19 日 あわせて、職員の異動の際に全職員が同

様の指摘を受けることのないよう、団体管

理事務に関する基本事項及び確認項目を整

理し、引継ぎ資料に明記することとします。 

今後は、公民館長連絡会議等を通じて事

務処理状況を確認し、団体管理事務の適正

化及び再発防止に努めてまいります。 

 

北上公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

以下の団体に係る預金通帳、出納簿、収入・

支出調書及び関係書類を試査したところ、次

のとおり不適正な処理が見受けられたので、

公金の取り扱いに準じて適正な処理を行う

こと。 

１ 北上文化協会 

  (1) 立替払い 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

   ・支 出 内 容 みやぎ県民文化祭参加

に係る有料道路利用料 

   ・金   額 2,680 円 

  ・支 出 伺 令和 6年 10 月 21 日 

・支 払 日 令和 6年 10 月 20 日

（領収書日付） 

・預金払出日 令和 6年 10 月 21 日 

北上公民館 

【団体管理事務】 

(令和 6年度) 

御指摘のありました事項につきまして

は、立替払いを今後行わないよう適正な事

務処理に努めるよう所属職員に周知徹底を

図ったほか、支出調書ごとに通帳から引き

出した日（通帳の確認）と、事業者に支払っ

た日を所属長がチェックすることといたし

ました。 

今後、事前に支出が見込まれる場合には、

資金前渡払いを活用し立替払いを行わない

よう再発防止に向け、細心の注意を払って

まいります。 

 

石巻中央公民館 

今回の監査結果を踏まえ、統括公民館と

して、今後開催予定の公民館長連絡会議に

おいて、団体管理事務に係る監査指摘事項

及び是正措置について全公民館で共有いた

します。 

あわせて、職員の異動の際に全職員が同

様の指摘を受けることのないよう、団体管

理事務に関する基本事項及び確認項目を整

理し、引継ぎ資料に明記することとします。 

今後は、公民館長連絡会議等を通じて事

務処理状況を確認し、団体管理事務の適正

化及び再発防止に努めてまいります。 

 

 


